
１　【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 2億7,756 万円

２　【歳出】 （単位：万円）

うち地方消
費税交付金
（社会保障
財源化分）

社会福祉総務費 12,038 545 0 71 11,422 1,846

障がい福祉費 52,839 39,891 0 0 12,948 2,093

社会福祉施設費 1,113 0 0 161 952 154

高齢者福祉費 31,247 12 0 843 30,392 4,913

高齢者福祉施設費 1,050 0 0 155 895 145

児童福祉総務費 42,475 25,542 0 1,990 14,943 2,416

児童手当費 25,428 22,130 0 0 3,298 533

母子父子福祉費 619 265 0 0 354 57

児童福祉施設費 9,333 5,102 0 75 4,156 672

認定こども園費 30,054 159 2,090 5,127 22,678 3,666

206,196 93,646 2,090 8,422 102,038 16,495

社会福祉総務費
（国民健康保険事業）

20,561 8,932 0 170 11,459 1,852

高齢者福祉費
（介護保険事業）

45,878 1,892 0 0 43,986 7,111

高齢者福祉費
（後期高齢者保険事
業）

8,475 5,721 0 0 2,754 445

74,914 16,545 0 170 58,199 9,408

予防費 13,383 173 0 1,748 11,462 1,853

13,383 173 0 1,748 11,462 1,853

294,493 110,364 2,090 10,340 171,699 27,756

（注）表示単位未満は四捨五入しており、積上げ額と一致しない場合があります。
※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各種事業に要した一般財源の比率に応じて按分して充当して
います。
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令和６年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途状況について

　 平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5％から8％へ、令和元年10月1日より８％から10％に引

き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分（社会保障財源化分）については、その使途を明確化

し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
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令和６年度一般会計における社会保障施策関連経費への充当状況は、次のとおりです。
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